
 

 

 

 

 

 

２．水質汚濁（生活環境項目） 
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２．水質汚濁（生活環境項目） 

2.1 調 査 

（1）降水量の状況 

① 調査方法 

実施区域及びその周辺地域の降水量の状況について、平塚市環境部環境保全課「大気汚

染常時監視測定結果」により調査した。 

調査地点は、最寄りの降水量観測地点である平塚市神田小学校とした（観測所位置は、

図 5.2.2.2 参照）。 

 

② 調査結果 

平塚市神田小学校における、平成 24 年度の月別降水量は、図 5.2.2.1 に示すとおりであ

る。 

年間降水量は 1,700mm、月別降水量の最高値は 9 月の 312.5mm、最低値は 8 月の 40.5mm

であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.2.2.1 平塚市神田小学校月別降水量（平成 24 年度） 
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（2）水象の状況 

① 調査方法 

河川や水路の分布状況について、「土地統計資料集」（平成 24 年 3 月、神奈川県政策局政

策総務部土地水資源対策課）により調査した。 

 

② 調査結果 

「別添３－２ １．社会的状況 1.6 水利用」に示すとおりであり、実施区域周辺地域の

東側には相模川、目久尻川及び永池川、北側には玉川、西側には笠張川、歌川、渋田川が

流れている。 

 

（3）地形、地質及び工作物の状況 

① 調査方法 

水質の希釈、拡散等に影響を及ぼす地形、地質及び工作物の位置、規模等について、地

形図等の既存資料又は現地調査により調査した。 

 

② 調査結果 

実施区域及びその周辺地域の地形、地質等は、「別添３－２ ２．自然的状況」に示すと

おりである。 

実施区域は、相模川河口から約７～８km 遡った河川沿いにあり、実施区域周辺地域の

東側には、相模川沿いに大規模な自然堤防が発達しており、この自然堤防は約 300～500

ｍの幅を持ち、ゆるやかなＳ字を呈している。この自然堤防の西側は相模川の氾濫原とな

り、水田地帯となっている。また、実施区域の地質は、未固結堆積物である泥が堆積し、

実施区域周辺地域の東側の相模川流域は、河川の堆積作用により礫が堆積している。 

実施区域の多くは相模川により形成された氾濫平野に位置しており、実施区域の周辺地

域には戸建て住宅、工場などが分布する。 

 

（4）過去の土地利用の状況 

① 調査方法 

対象事業の実施区域における過去の土地利用状況について、既存資料等により調査した。 

 

② 調査結果 

実施区域は、現在、田や畑が大部分を占めており、一部に事業場、店舗などがあるが、

過去の土地利用は、主として農地であると考えられる。 

 

（5）土地利用の状況 

① 調査方法 

学校、病院、公園、住宅、農地、水路等の分布状況、その他の土地利用の状況について、

土地利用現況図等の既存資料又は現地調査により調査した。 
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② 調査結果 

実施区域及びその周辺地域の土地利用の状況は、「別添３－２ １．社会的状況」に示す

とおりである。 

実施区域及びその周辺地域には、環境保全に留意を要する施設として、大神美里幼稚園、

大神保育園及び老人福祉施設であるグループホーム悠悠苑等が、公園・緑地として大神公

園が存在する。 

 

（6）利水等の状況 

① 調査方法 

水道用水、工業用水、農業用水等としての利用状況について、ヒアリング及び既存資料

により調査した。 

 

② 調査結果 

「別添３－２ 1.社会的状況 1.6 水利用」に示すとおりである。 

実施区域及びその周辺地域における上水は、県営水道により供給されており、寒川町宮

山にある寒川取水堰から相模川の河川水を取水している。 

また、実施区域及びその周辺地域における農業用水は、中津川等から導水を行っている

西部用水、歌川、笠張川、玉川、恩曽川などから取水を行っている。 

 

（7）水質汚濁の発生源の状況 

① 調査方法 

工場、事業場等の主要な水質汚濁の発生源の分布状況について、土地利用現況図により

調査した。 

 

② 調査結果 

実施区域及びその周辺地域は、田、畑及び住宅用地が大きな割合を占めており、水質汚

濁に係る主な発生源としては、農業排水があげられる。 

 

（8）水質汚濁評価物質等の濃度等の状況 

① 調査方法 

浮遊物質量の状況について、「平成 23 年度神奈川県公共用水域及び地下水の水質測定結

果」（平成 24 年 10 月、神奈川県環境科学センター）及び現地調査により調査した。 

現地調査は、図 5.2.2.3 に示す実施区域及びその周辺地域の水路 10 地点において、通常

時（渇水期１回、豊水期１回）、降雨時１回に調査を行った。  

また、現地調査における浮遊物質量については、「水質汚濁に係る環境基準について」

（昭和 46 年 環境庁告示第 59 号）に定める測定方法に基づき行った。 

 

表 5.2.2.1 現地調査期間及び頻度 

項 目 区 分 調査時期 

浮遊物質量（SS） 
通常時

渇水期 平成 20 年２月 22 日 

豊水期 平成 20 年７月 29 日 

降雨時 平成 20 年８月 25 日 
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② 調査結果 

ア．既存資料調査結果 

「別添３－２ １．社会的状況 1.9 公害の状況」に示すとおり、実施区域及びその周辺

地域では、相模川で１地点、玉川で１地点、永池川で１地点、目久尻川で１地点の合計４

地点で水質調査を実施している。 

平成 23 年度における浮遊物質量は、環境基準の類型指定のある相模川については環境

基準（Ａ類型）を満足していた。 

 

イ．現地調査結果 

通常時及び降雨時の浮遊物質量の調査結果は、表 5.2.2.2 に示すとおりである。 

（ｱ）通常時 

渇水期の浮遊物質量は、１～14mg/L であり、実施区域周辺地域の北側の№４において

14mg/L と最も高い値であった。 

また、豊水期の浮遊物質量は、３～16mg/L であり、実施区域周辺地域の南西側に位置

する渋田川に設置された№６において 16mg/L と最も高い値であった。 

笠張川（№7）及び渋田川（№６）は環境基準の C 類型に指定されており、両地点の調

査結果を環境基準 C 類型（50mg/L 以下）と比較すると、両地点とも 50mg/L を下回って

いた。 

用水（№1～５、８～10）については環境基準の設定がないため、参考に、用水の取水

先である相模川中流の環境基準Ａ類型（25mg/L 以下）と比較すると、調査結果はいずれ

の地点も 25mg/L を下回っていた。 

 

（ｲ）降雨時 

降雨時の浮遊物質量は、２～32mg／L であり、実施区域周辺地域の南西側に位置する渋

田川に設置された№6 において 32mg/L と最も高い値であった。 

また、№２、№６、№７、№10 では、通常時に比べ降雨時に増加が見られたが、他の

地点では大きな変動はみられなかった。 

 

 

表 5.2.2.2 浮遊物質量調査結果 

単位：mg/Ｌ 

地点 
通常時 

降雨時 
渇水期 豊水期 

№ 1 2 3 3 

№ 2 2 3 18 

№ 3 2 7 2 

№ 4 14 3 4 

№ 5 1 7 4 

№ 6 7 16 32 

№ 7 4 4 8 

№ 8 2 3 4 

№ 9 ※ 3 2 

№10 1 4 8 

※水が無く、測定不能であった。 
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（9）対象事業の計画の状況 

① 調査方法 

工事計画及び排水方法等について、事業計画より把握した。 

 

② 調査結果 

工事計画及び排水方法等は「別添４－２ 実施方法」に示すとおりである。 

工事中においては、盛土工事に先立ち、調整池の設置を行うが調整池が整備されるまで

の期間については、仮設沈砂池の設置を行う。 

造成区域より発生する濁水は、これらの調整池及び仮設沈砂池に一時貯留し、土粒子を

十分に沈降させた後、上澄み水を放流する計画である。 

なお、仮設沈砂池の容量は、日本河川協会の「防災調整池等技術基準（案）」に示す年間

150ｍ3/ha の堆砂量を満足するように設計する。 

仮設沈砂池の諸元は表 5.2.2.3 に、その配置を含む仮設防災計画平面図は、図 5.2.2.4

に示すとおりである。 

 

表 5.2.2.3 仮設沈砂池の諸元 

工区 
流域面積(ha） 

（A） 

必要仮設沈砂池 
容量（ｍ3) 

（A）×150ｍ3/ha 

設計仮設沈砂池 
容量 
（ｍ3） 

Ａ工区 14.3 2,145 2,209 

Ｂ-1 工区 9.4 1,410 1,444 

Ｂ-2 工区 6.4   960   961 

Ｃ-1 工区 8.6 1,290 1,296 

Ｃ-2 工区 7.4 1,110 1,156 

Ｄ工区 11.1 1,665 1,681 

Ｅ工区 9.7 1,455 1,521 
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2.2.予 測 

（1）予測事項 

予測事項は、対象事業の工事により変化する浮遊物質量の濃度とした。 

 

（2）予測範囲及び地点 

予測範囲は現況調査を行った周辺河川とし、予測地点は仮設沈砂池放流口とした。 

 

（3）予測時点 

予測時点は、造成工事最盛期とし、水質への影響が最大になる時点とした。 

 

（4）予測方法 

本工事における濁水防止対策として、盛土工事に先立って調整池を設置する計画であるが、

調整池が整備されるまでの期間については、仮設沈砂池の設置を行う。 

造成区域から発生する濁水については、調整池及び仮設沈砂池にて一時貯留し、土粒子を十

分に沈降させた後、上澄み水を放流する。 

したがって、工事中の降雨により発生する濁水の影響予測は、仮設沈砂池の貯留能力及び土

壌の沈降試験の結果から、仮設沈砂池放流口における浮遊物質量を予測する方法とした。 

 

（5）予測条件 

① 濁水流入量 

工事中の降雨による仮設沈砂池への濁水流入量の算定は、以下に示す式を用いた。 
 

Ｑ＝ｆ×Ｒ×Ａ×10 

ここに、Ｑ：仮設沈砂池への雨水流入量（ｍ3/日） 

ｆ：雨水流出係数〔0.5〕 

Ｒ：降水量（mm/日）〔70mm：表 5.2.2.4〕 

Ａ：流域面積（ha） 

 

ア．降水量の設定 

実施区域に最も近い測定局である平塚市神田小学校における平成 24 年度の日降水量階

級別の出現頻度は、表 5.2.2.4 に示すとおりである。 

日降水量の階級頻度は、70 mm/日未満が年間の 95.5％を占めていることから、一般的

な降水量の上限値として 70 mm/日を設定した。 
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表 5.2.2.4 神田小学校における日降水量階級頻度 

降水量 降水日数(日） 累積頻度（％） 

0.5 ㎜以上 10 ㎜未満 67 59.8 

10 ㎜以上 20 ㎜未満 17 75.0 

20 ㎜以上 30 ㎜未満 11 84.8 

30 ㎜以上 40 ㎜未満 6 90.2 

40 ㎜以上 50 ㎜未満 3 92.9 

50 ㎜以上 60 ㎜未満 1 93.8 

60 ㎜以上 70 ㎜未満 2 95.5 

70 ㎜以上 80 ㎜未満 1 96.4 

80 ㎜以上 90 ㎜未満 2 98.2 

90 ㎜以上 100 ㎜未満 0 - 

100 ㎜以上 2 100 

合計 112 100 

注）降水量 0.5 ㎜以上を降水日数として集計した。 

 

イ．雨水流出係数の設定 

雨水流出係数は、「面整備事業環境影響評価技術マニュアル」（平成 11 年 11 月、建設省）に

示す造成区域（裸地）の値である 0.5 とした。 
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② 仮設沈砂池の諸元 

仮設沈砂池の流域面積等の諸元は、表 5.2.2.5 に示すとおりである。 

仮設沈砂池は、定期的に浚渫を行い、設計容量を確保していく計画である。予測にあたっ

ては浚渫直前の容量が最も小さい、浚渫後３ヶ月目の仮設沈砂池容量を用いることとした。 

 

表 5.2.2.5 予測に用いる仮設沈砂池の諸元 

工区 流域面積(ha） 
設計仮設沈砂池 

容量(ｍ3) 
仮設沈砂池 
容量(ｍ3)※ 

Ａ工区 14.3 2,209 1,673 

Ｂ-1 工区 9.4 1,444 1,092 

Ｂ-2 工区 6.4   961   721 

Ｃ-1 工区 8.6 1,296   974 

Ｃ-2 工区 7.4 1,156  879 

Ｄ工区 11.1 1,681 1,265 

Ｅ工区 9.7 1,521 1,157 

※浚渫後 3 ヶ月目の容量：仮設沈砂池には土砂が堆積するため、現地の状況を確認しながら、概ね３ヶ
月に１回程度浚渫を行う。 

 

 

③ 浮遊物質量流出負荷の設定 

一般に造成工事に伴い発生する濁水の状況として、表 5.2.2.6 に示すとおり、造成区域

から発生する濁水の浮遊物質量（ＳＳ）は、200～2,000mg/Ｌとの報告がある。 

ここでは、仮設沈砂池に流入する最大値である 2,000mg/Ｌと設定した。 

 

表 5.2.2.6 浮遊物質量流出負荷の設定 

発生地域 工 種 具体的工事 濁水の発生量 ＳＳ (mg/Ｌ) 

市街地、近郊 広域整備工事 

宅地造成工事 

飛行場造成工事 

ゴルフ場造成工事

工事規模、降水量

によって大きく変

動する。 

200～2,000 

出典：施工技術「濁水の発生と処理の動向」（昭和 50 年） 

 

 

④ 土壌沈降試験 

土壌の沈降試験の結果は、表 5.2.2.7 に示すとおりである。 

浮遊物質量（ＳＳ）濃度は、初期濃度（約 2,000mg/Ｌ）に対し、30 分後には 52mg/Ｌ、

1 時間後には 38mg/Ｌ、4 時間後には 13mg/Ｌまで減少した。 
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表 5.2.2.7 土壌沈降試験結果（関東ローム層） 

採取時間 
浮遊物質（ＳＳ）

（mg/L） 

ＳＳ除去率 

（％） 

0 秒後 2,000 - 

5 分後 150 92.5 

10 分後 100 95.0 

15 分後 90 95.5 

30 分後 52 97.4 

１時間後 38 98.1 

２時間後 20 99.0 

４時間後 13 99.3 

８時間後 8 99.6 

12 時間後 8 99.6 

24 時間後 6 99.7 

注）ＳＳの除去率は、０秒後のＳＳに対する除去率を示す。 

 

（6）予測結果 

日降水量 70mm/日に対する各仮設沈砂池の貯留能力は、表 5.2.2.8 に示すとおりである。 

各仮設沈砂池の貯留能力は、一般的な降水量の上限値である 70mm/日に対して、7.7～

8.2 時間である。一方、沈降試験結果から、工事中に発生する浮遊物質量（2,000mg/Ｌ）

は、4 時間後には、13mg/Ｌまで減少する。 

したがって、仮設沈砂池の貯留能力及び土壌の沈降試験結果から、工事中における仮設

沈砂池放流口における浮遊物質量濃度は、13mg/Ｌ以下と予測される。 

   

表 5.2.2.8 仮設沈砂池の貯留能力 

工区 

流域面積 

（ha） 

流入量 

（ｍ3／日）

仮設沈砂池 

容量 

（ｍ3） 

貯留能力 

（日） 

貯留能力 

（時間） 

Ａ Ｑ Ｖ Ｖ／Ｑ Ｖ／Ｑ 

Ａ工区 14.3 5,005 1,673 0.33 8.0 

Ｂ-１工区 9.4 3,290 1,092 0.33 8.0 

Ｂ-２工区 6.4 2,240 721 0.32 7.7 

Ｃ-１工区 8.6 3,010 974 0.32 7.8 

Ｃ-２工区 7.4 2,590 879 0.34 8.1 

Ｄ工区 11.1 3,885 1,265 0.33 7.8 

Ｅ工区 9.7 3,395 1,157 0.34 8.2 
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2.3 評 価 

（1）評価目標 

工事中の放流水が、水質汚濁に係る環境基準（Ａ類型）の浮遊物質量濃度（25mg/Ｌ）

を下回ることとした。 

 

（2）評価結果 

工事中における仮設沈砂池放流口における浮遊物質量濃度は、13mg/Ｌ以下と予測され、

水質汚濁に係る環境基準（Ａ類型、浮遊物質量濃度 25mg/Ｌ）を下回る。 

したがって、工事中の濁水については、評価目標を満足すると評価する。 

 

また、工事中の濁水による環境影響については、以下に示す環境保全のための措置を講

じることにより、実行可能な範囲内で低減を図り、周辺地域への影響に対する環境の保全

等について適正に配慮していく。 

 

・土砂の流出防止のために造成箇所は速やかに転圧等を施す。 

 


